
令和７年度備蓄品管理等業務委託仕様書 

１．目的     

大分市が保有する災害備蓄物資の在庫管理業務全般（劣化状況等調査を含む。）を行うこと

により物資台帳を更新するとともに、不具合のある資機材等を明確にすることで、非常時に

備蓄物資を有効かつ円滑に使用できる状態に保つことを目的とする。 

 

２．履行場所 

  【別紙】「備蓄箇所一覧」及び「令和７年度備蓄物資更新作業箇所一覧」のとおり 

 

３．委託期間     

契約日から令和８年３月３１日 

 

４．委託内容     

（１）備蓄品管理 

   ア 別紙「備蓄箇所一覧」に記載された指定避難所等を現地調査し、保管されている 

災害備蓄物資と市が作成している物資台帳を照らし合わせ、正しい在庫数量を確定 

する。 

イ アで確定した在庫数量を基に、市が指定する備蓄物資毎の数量、賞味期限・使用 

期限等が記載された物資台帳を作成する。なお、作成にあたっては、必要項目等に 

ついて、あらかじめ担当者と打ち合わせを行うこと。 

   ウ 内閣府が開発した物資調達・輸送調整等支援システムに正しい在庫数量等を反映

させる。この場合に、自社管理のシステムを使用することは妨げない。 

   エ 点検の過程で賞味期限又は使用期限が切れた物資を発見した場合は、市の指示に 

基づき、市の指定する集積場所に集約する。 

   オ 点検の過程で汚破損物品や備蓄場所の物資保管状態等に問題を発見した場合は、 

    写真を撮影し、状況報告書を作成した上で市に報告する。 

カ 物資の種別、入替時期等を考慮し、物資の並び替え等を可能な範囲で行う。なお、 

作業後の保管状況について、備蓄場所の出入口付近から全体を写真に記録すること。 

   キ 作業時に使用する施設の鍵について、施設ごとに鍵の種類や管理者等を記録し整

理したものを市に報告する。併せて、鍵にテプラ等で情報の貼り付けを行う。 

    

 （２）備蓄物資の更新作業に関する作業補助等 

   ア 別紙「令和７年度備蓄物資更新作業箇所一覧」に記載された指定避難所等におい 

て実施する食料品等の更新作業について、市職員立ち会いのもと、物資の搬出及び 

納品を行う。作業日数は年間５日間とする。なお、更新作業に際し、作業人員は一箇

所当たり３名以上を確保すること。 

※物資一斉更新作業の実施時期は令和８年２月頃を予定 

    

   イ 更新作業で搬出した物資の一部について、市職員と協力し、市役所別館６階倉庫

や J:COM ホルトホール大分へ搬送及び搬入する。なお、搬送作業に使用するための

運送車両を１台以上準備すること。（参考：トヨタハイエース、日産キャラバン同程



度※ホルトホール大分の地下駐車場にある防災倉庫への搬入を予定しているため、

車高 2.1ｍ以上の車両不可。） 

   

（３）その他補助業務 

    戸次防災備蓄倉庫やホルトホール地下防災備蓄倉庫等の倉庫整理業務や、市が指定 

する備蓄箇所からの備蓄品の運搬作業補助を行う。作業日数は年間５日間とする。作 

業人員は一箇所当たり３名以上を確保し、搬送作業に使用するための運送車両を１台 

以上確保すること。（参考：トヨタハイエース、日産キャラバン同程度） 

 

５．成果物 

 （１）物資台帳 

   物資台帳（備蓄物資の正確な数量・賞味期限等を反映したもの）のデータ（Excel）を 

  データ納品する。 

 （２）物資調達・輸送調整等支援システム登録用データ 

   作成した Excelファイルデータを Excel等で納品する。 

 （３）状況報告書 

   汚破損物品等があった場合は、状況報告書（紙若しくはデータ）で報告する。 

 

６．委託条件 

 （１）令和６年度中に在庫管理業務の受注があるなど、在庫管理業務に精通していること 

に加え、在庫管理の観点から問題提起・改善提案ができるだけのノウハウを保有して 

いること。 

 （２）契約締結日から令和７年８月末を目途に、４．委託内容（１）備蓄品管理を完了さ 

   せること。 

 

７．その他 

 （１）備蓄品管理に係る現地調査については、事前に日程表を作成するとともに、あらか 

じめ日程表を防災危機管理課に提出し、了承を得たうえで現地調査を実施すること。 

 （２）各施設への入退出時には、施設管理者に申し出ること。また、現地調査に際しては各

施設の職員の指示に従うこと。 

 （３）作業員については、適切な人数を配置すること。 

 （４）作業においては、原則平日９時から１７時までの時間帯に行うこと。 

 （５）作業に要する資材・車両・事務用品等は全て受託者が準備すること。 

 （６）やむを得ない事情により作業が実施できない場合や遅延が生じる場合には、速やか 

   に防災危機管理課へ連絡し、指示を受けること。また、必要に応じて備蓄品管理を行 

   う施設への連絡を行い、業務に支障のないよう配慮すること。 

 （７）経費算定等のために、事前に現地確認を行う必要がある場合は、防災危機管理課が 

   施設を選定するので申し出ること。 

 （８）このほか疑義の生じた事項及びこの仕様に定めのない事項については、必要に応じ 

   て発注者・受注者で協議のうえ決定するものとする。 

 

８．担当者 



  大分市防災危機管理課 管理企画担当班 岩瀬 

  TEL：097-537-5664 

FAX：097-533-0252  Email：bosaikikikanri@city.oita.oita.jp 


